
11 月 17 日（木）　大麦工房ロア朝倉総本店
12 月 15 日（木）　太田リバーサイド

・2022.10 改正　雇用保険率、最低賃金、育児休業関連ほか
・2023.  4 改正　月 60 時間超の残業割増率アップ

あなたの会社の就業規則をじっくり確認しよう
・作成にあたって注意すること
・就業規則に明記しなければならないこと
・あなたの会社らしさは、こう表現できる

締切：11/11（金）

11 月 12 月は、 「ＩＴ相談の日」


